
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

かん プラ容器包装 燃やせるごみ 燃やせないごみ

6 7 8 9 10 11 12

燃やせるごみ ペットボトル プラ容器包装 燃やせるごみ 紙ごみ

13 14 15 16 17 18 19

燃やせるごみ かん プラ容器包装 燃やせるごみ びん

20 21 22 23 24 25 26

燃やせるごみ ペットボトル プラ容器包装 燃やせるごみ 紙ごみ

27 28 29(昭和の日) 30

燃やせるごみ プラ容器包装

・祝日もごみの収集をします。
・ごみは収集日当日の朝、午前５時から午前８時３０分までに出してください。
・ごみは必ず指定袋で出してください。ただし、紙ごみは指定袋に入れずに、ひもで十字にくくって出してください。
・スプレー缶やカセットボンベは、穴を開けずに中身を使い切ってから「かん」の日に出してください。
・使い捨てライターは、中身が残っていないことを確認して「燃やせるごみ」の日に出してください。
・小型充電式電池（モバイルバッテリー等）は、家電量販店等にお問い合わせいただき、回収対象か確認してください。
⇒販売店で回収されない小型充電式電池等は、月1回の「びん」の日に、びんとは別の袋（指定袋）に入れて出してください。

2025年　4月　ごみ収集カレンダー
地 域：滋賀、平野、膳所
町名等：高砂町、南志賀1～4丁目、勧学1～2丁目、神宮町、柳川1～2丁目、鏡が浜、二本松、柳が崎、錦織1～3丁目、桜野町1～2丁目、松山町、

千石台、皇子が丘1丁目、滋賀里町甲、滋賀里町乙、南滋賀町、錦織町、におの浜1～4丁目、西の庄、馬場1～3丁目、鶴の里、石場、
松本1～2丁目、打出浜、竜が丘、池の里、由美浜、木下町、昭和町、相模町、膳所1～2丁目、丸の内町、本丸町、中庄1～2丁目、御殿浜、
杉浦町、別保1～3丁目、湖城が丘、膳所池ノ内町



日 月 火 水 木 金 土

1 2 3(憲法記念日)

燃やせるごみ 燃やせないごみ

4(みどりの日) 5(こどもの日) 6(振替休日) 7 8 9 10

燃やせるごみ かん プラ容器包装 燃やせるごみ 紙ごみ

11 12 13 14 15 16 17

燃やせるごみ ペットボトル プラ容器包装 燃やせるごみ びん

18 19 20 21 22 23 24

燃やせるごみ かん プラ容器包装 燃やせるごみ 紙ごみ

25 26 27 28 29 30 31

燃やせるごみ ペットボトル プラ容器包装 燃やせるごみ

2025年　5月　ごみ収集カレンダー

・祝日もごみの収集をします。
・ごみは収集日当日の朝、午前５時から午前８時３０分までに出してください。
・ごみは必ず指定袋で出してください。ただし、紙ごみは指定袋に入れずに、ひもで十字にくくって出してください。
・スプレー缶やカセットボンベは、穴を開けずに中身を使い切ってから「かん」の日に出してください。
・使い捨てライターは、中身が残っていないことを確認して「燃やせるごみ」の日に出してください。
・小型充電式電池（モバイルバッテリー等）は、家電量販店等にお問い合わせいただき、回収対象か確認してください。
⇒販売店で回収されない小型充電式電池等は、月1回の「びん」の日に、びんとは別の袋（指定袋）に入れて出してください。

地 域：滋賀、平野、膳所
町名等：高砂町、南志賀1～4丁目、勧学1～2丁目、神宮町、柳川1～2丁目、鏡が浜、二本松、柳が崎、錦織1～3丁目、桜野町1～2丁目、松山町、

千石台、皇子が丘1丁目、滋賀里町甲、滋賀里町乙、南滋賀町、錦織町、におの浜1～4丁目、西の庄、馬場1～3丁目、鶴の里、石場、
松本1～2丁目、打出浜、竜が丘、池の里、由美浜、木下町、昭和町、相模町、膳所1～2丁目、丸の内町、本丸町、中庄1～2丁目、御殿浜、
杉浦町、別保1～3丁目、湖城が丘、膳所池ノ内町



日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

燃やせるごみ かん プラ容器包装 燃やせるごみ 燃やせないごみ

8 9 10 11 12 13 14

燃やせるごみ ペットボトル プラ容器包装 燃やせるごみ 紙ごみ

15 16 17 18 19 20 21

燃やせるごみ かん プラ容器包装 燃やせるごみ びん

22 23 24 25 26 27 28

燃やせるごみ ペットボトル プラ容器包装 燃やせるごみ 紙ごみ

29 30

燃やせるごみ

・祝日もごみの収集をします。
・ごみは収集日当日の朝、午前５時から午前８時３０分までに出してください。
・ごみは必ず指定袋で出してください。ただし、紙ごみは指定袋に入れずに、ひもで十字にくくって出してください。
・スプレー缶やカセットボンベは、穴を開けずに中身を使い切ってから「かん」の日に出してください。
・使い捨てライターは、中身が残っていないことを確認して「燃やせるごみ」の日に出してください。
・小型充電式電池（モバイルバッテリー等）は、家電量販店等にお問い合わせいただき、回収対象か確認してください。
⇒販売店で回収されない小型充電式電池等は、月1回の「びん」の日に、びんとは別の袋（指定袋）に入れて出してください。

2025年　6月　ごみ収集カレンダー
地 域：滋賀、平野、膳所
町名等：高砂町、南志賀1～4丁目、勧学1～2丁目、神宮町、柳川1～2丁目、鏡が浜、二本松、柳が崎、錦織1～3丁目、桜野町1～2丁目、松山町、

千石台、皇子が丘1丁目、滋賀里町甲、滋賀里町乙、南滋賀町、錦織町、におの浜1～4丁目、西の庄、馬場1～3丁目、鶴の里、石場、
松本1～2丁目、打出浜、竜が丘、池の里、由美浜、木下町、昭和町、相模町、膳所1～2丁目、丸の内町、本丸町、中庄1～2丁目、御殿浜、
杉浦町、別保1～3丁目、湖城が丘、膳所池ノ内町



日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

かん プラ容器包装 燃やせるごみ 燃やせないごみ

6 7 8 9 10 11 12

燃やせるごみ ペットボトル プラ容器包装 燃やせるごみ 紙ごみ

13 14 15 16 17 18 19

燃やせるごみ かん プラ容器包装 燃やせるごみ びん

20 21(海の日) 22 23 24 25 26

燃やせるごみ ペットボトル プラ容器包装 燃やせるごみ 紙ごみ

27 28 29 30 31

燃やせるごみ プラ容器包装 燃やせるごみ

2025年　7月　ごみ収集カレンダー

・祝日もごみの収集をします。
・ごみは収集日当日の朝、午前５時から午前８時３０分までに出してください。
・ごみは必ず指定袋で出してください。ただし、紙ごみは指定袋に入れずに、ひもで十字にくくって出してください。
・スプレー缶やカセットボンベは、穴を開けずに中身を使い切ってから「かん」の日に出してください。
・使い捨てライターは、中身が残っていないことを確認して「燃やせるごみ」の日に出してください。
・小型充電式電池（モバイルバッテリー等）は、家電量販店等にお問い合わせいただき、回収対象か確認してください。
⇒販売店で回収されない小型充電式電池等は、月1回の「びん」の日に、びんとは別の袋（指定袋）に入れて出してください。

地 域：滋賀、平野、膳所
町名等：高砂町、南志賀1～4丁目、勧学1～2丁目、神宮町、柳川1～2丁目、鏡が浜、二本松、柳が崎、錦織1～3丁目、桜野町1～2丁目、松山町、

千石台、皇子が丘1丁目、滋賀里町甲、滋賀里町乙、南滋賀町、錦織町、におの浜1～4丁目、西の庄、馬場1～3丁目、鶴の里、石場、
松本1～2丁目、打出浜、竜が丘、池の里、由美浜、木下町、昭和町、相模町、膳所1～2丁目、丸の内町、本丸町、中庄1～2丁目、御殿浜、
杉浦町、別保1～3丁目、湖城が丘、膳所池ノ内町



日 月 火 水 木 金 土

1 2

燃やせないごみ

3 4 5 6 7 8 9

燃やせるごみ かん プラ容器包装 燃やせるごみ 紙ごみ

10 11(山の日) 12 13 14 15 16

燃やせるごみ ペットボトル プラ容器包装 燃やせるごみ びん

17 18 19 20 21 22 23

燃やせるごみ かん プラ容器包装 燃やせるごみ 紙ごみ

24 25 26 27 28 29 30

燃やせるごみ ペットボトル プラ容器包装 燃やせるごみ

31

2025年　8月　ごみ収集カレンダー

・祝日もごみの収集をします。
・ごみは収集日当日の朝、午前５時から午前８時３０分までに出してください。
・ごみは必ず指定袋で出してください。ただし、紙ごみは指定袋に入れずに、ひもで十字にくくって出してください。
・小型充電式電池（モバイルバッテリー等）は、家電量販店等にお問い合わせいただき、回収対象か確認してください。
⇒販売店で回収されない小型充電式電池等は、月1回の「びん」の日に、びんとは別の袋（指定袋）に入れて出してください。

地 域：滋賀、平野、膳所
町名等：高砂町、南志賀1～4丁目、勧学1～2丁目、神宮町、柳川1～2丁目、鏡が浜、二本松、柳が崎、錦織1～3丁目、桜野町1～2丁目、松山町、

千石台、皇子が丘1丁目、滋賀里町甲、滋賀里町乙、南滋賀町、錦織町、におの浜1～4丁目、西の庄、馬場1～3丁目、鶴の里、石場、
松本1～2丁目、打出浜、竜が丘、池の里、由美浜、木下町、昭和町、相模町、膳所1～2丁目、丸の内町、本丸町、中庄1～2丁目、御殿浜、
杉浦町、別保1～3丁目、湖城が丘、膳所池ノ内町



日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

燃やせるごみ かん プラ容器包装 燃やせるごみ 燃やせないごみ

7 8 9 10 11 12 13

燃やせるごみ ペットボトル プラ容器包装 燃やせるごみ 紙ごみ

14 15(敬老の日) 16 17 18 19 20

燃やせるごみ かん プラ容器包装 燃やせるごみ びん

21 22 23(秋分の日) 24 25 26 27

燃やせるごみ ペットボトル プラ容器包装 燃やせるごみ 紙ごみ

28 29 30

燃やせるごみ

2025年　9月　ごみ収集カレンダー

・祝日もごみの収集をします。
・ごみは収集日当日の朝、午前５時から午前８時３０分までに出してください。
・ごみは必ず指定袋で出してください。ただし、紙ごみは指定袋に入れずに、ひもで十字にくくって出してください。
・スプレー缶やカセットボンベは、穴を開けずに中身を使い切ってから「かん」の日に出してください。
・使い捨てライターは、中身が残っていないことを確認して「燃やせるごみ」の日に出してください。
・小型充電式電池（モバイルバッテリー等）は、家電量販店等にお問い合わせいただき、回収対象か確認してください。
⇒販売店で回収されない小型充電式電池等は、月1回の「びん」の日に、びんとは別の袋（指定袋）に入れて出してください。

地 域：滋賀、平野、膳所
町名等：高砂町、南志賀1～4丁目、勧学1～2丁目、神宮町、柳川1～2丁目、鏡が浜、二本松、柳が崎、錦織1～3丁目、桜野町1～2丁目、松山町、

千石台、皇子が丘1丁目、滋賀里町甲、滋賀里町乙、南滋賀町、錦織町、におの浜1～4丁目、西の庄、馬場1～3丁目、鶴の里、石場、
松本1～2丁目、打出浜、竜が丘、池の里、由美浜、木下町、昭和町、相模町、膳所1～2丁目、丸の内町、本丸町、中庄1～2丁目、御殿浜、
杉浦町、別保1～3丁目、湖城が丘、膳所池ノ内町



日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

プラ容器包装 燃やせるごみ 燃やせないごみ

5 6 7 8 9 10 11

燃やせるごみ かん プラ容器包装 燃やせるごみ 紙ごみ

12 13(スポーツの日) 14 15 16 17 18

燃やせるごみ ペットボトル プラ容器包装 燃やせるごみ びん

19 20 21 22 23 24 25

燃やせるごみ かん プラ容器包装 燃やせるごみ 紙ごみ

26 27 28 29 30 31

燃やせるごみ ペットボトル プラ容器包装 燃やせるごみ

2025年　10月　ごみ収集カレンダー

・祝日もごみの収集をします。
・ごみは収集日当日の朝、午前５時から午前８時３０分までに出してください。
・ごみは必ず指定袋で出してください。ただし、紙ごみは指定袋に入れずに、ひもで十字にくくって出してください。
・スプレー缶やカセットボンベは、穴を開けずに中身を使い切ってから「かん」の日に出してください。
・使い捨てライターは、中身が残っていないことを確認して「燃やせるごみ」の日に出してください。
・小型充電式電池（モバイルバッテリー等）は、家電量販店等にお問い合わせいただき、回収対象か確認してください。
⇒販売店で回収されない小型充電式電池等は、月1回の「びん」の日に、びんとは別の袋（指定袋）に入れて出してください。

地 域：滋賀、平野、膳所
町名等：高砂町、南志賀1～4丁目、勧学1～2丁目、神宮町、柳川1～2丁目、鏡が浜、二本松、柳が崎、錦織1～3丁目、桜野町1～2丁目、松山町、

千石台、皇子が丘1丁目、滋賀里町甲、滋賀里町乙、南滋賀町、錦織町、におの浜1～4丁目、西の庄、馬場1～3丁目、鶴の里、石場、
松本1～2丁目、打出浜、竜が丘、池の里、由美浜、木下町、昭和町、相模町、膳所1～2丁目、丸の内町、本丸町、中庄1～2丁目、御殿浜、
杉浦町、別保1～3丁目、湖城が丘、膳所池ノ内町



日 月 火 水 木 金 土

1

2 3(文化の日) 4 5 6 7 8

燃やせるごみ かん プラ容器包装 燃やせるごみ 燃やせないごみ

9 10 11 12 13 14 15

燃やせるごみ ペットボトル プラ容器包装 燃やせるごみ 紙ごみ

16 17 18 19 20 21 22

燃やせるごみ かん プラ容器包装 燃やせるごみ びん

23(勤労感謝の日) 24(振替休日) 25 26 27 28 29

燃やせるごみ ペットボトル プラ容器包装 燃やせるごみ 紙ごみ

30

・祝日もごみの収集をします。
・ごみは収集日当日の朝、午前５時から午前８時３０分までに出してください。
・ごみは必ず指定袋で出してください。ただし、紙ごみは指定袋に入れずに、ひもで十字にくくって出してください。
・小型充電式電池（モバイルバッテリー等）は、家電量販店等にお問い合わせいただき、回収対象か確認してください。
⇒販売店で回収されない小型充電式電池等は、月1回の「びん」の日に、びんとは別の袋（指定袋）に入れて出してください。

2025年　11月　ごみ収集カレンダー
地 域：滋賀、平野、膳所
町名等：高砂町、南志賀1～4丁目、勧学1～2丁目、神宮町、柳川1～2丁目、鏡が浜、二本松、柳が崎、錦織1～3丁目、桜野町1～2丁目、松山町、

千石台、皇子が丘1丁目、滋賀里町甲、滋賀里町乙、南滋賀町、錦織町、におの浜1～4丁目、西の庄、馬場1～3丁目、鶴の里、石場、
松本1～2丁目、打出浜、竜が丘、池の里、由美浜、木下町、昭和町、相模町、膳所1～2丁目、丸の内町、本丸町、中庄1～2丁目、御殿浜、
杉浦町、別保1～3丁目、湖城が丘、膳所池ノ内町



日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

燃やせるごみ かん プラ容器包装 燃やせるごみ 燃やせないごみ

7 8 9 10 11 12 13

燃やせるごみ ペットボトル プラ容器包装 燃やせるごみ 紙ごみ

14 15 16 17 18 19 20

燃やせるごみ かん プラ容器包装 燃やせるごみ びん

21 22 23 24 25 26 27

燃やせるごみ ペットボトル プラ容器包装 燃やせるごみ 紙ごみ

28 29 30 31

燃やせるごみ

2025年　12月　ごみ収集カレンダー

年末休み

・祝日もごみの収集をします。
・ごみは収集日当日の朝、午前５時から午前８時３０分までに出してください。
・ごみは必ず指定袋で出してください。ただし、紙ごみは指定袋に入れずに、ひもで十字にくくって出してください。
・スプレー缶やカセットボンベは、穴を開けずに中身を使い切ってから「かん」の日に出してください。
・使い捨てライターは、中身が残っていないことを確認して「燃やせるごみ」の日に出してください。
・小型充電式電池（モバイルバッテリー等）は、家電量販店等にお問い合わせいただき、回収対象か確認してください。
⇒販売店で回収されない小型充電式電池等は、月1回の「びん」の日に、びんとは別の袋（指定袋）に入れて出してください。

地 域：滋賀、平野、膳所
町名等：高砂町、南志賀1～4丁目、勧学1～2丁目、神宮町、柳川1～2丁目、鏡が浜、二本松、柳が崎、錦織1～3丁目、桜野町1～2丁目、松山町、

千石台、皇子が丘1丁目、滋賀里町甲、滋賀里町乙、南滋賀町、錦織町、におの浜1～4丁目、西の庄、馬場1～3丁目、鶴の里、石場、
松本1～2丁目、打出浜、竜が丘、池の里、由美浜、木下町、昭和町、相模町、膳所1～2丁目、丸の内町、本丸町、中庄1～2丁目、御殿浜、
杉浦町、別保1～3丁目、湖城が丘、膳所池ノ内町



日 月 火 水 木 金 土

1(元日) 2 3

4 5 6 7 8 9 10

燃やせないごみ

燃やせるごみ かん プラ容器包装 燃やせるごみ 紙ごみ

11 12(成人の日) 13 14 15 16 17

燃やせるごみ ペットボトル プラ容器包装 燃やせるごみ びん

18 19 20 21 22 23 24

燃やせるごみ かん プラ容器包装 燃やせるごみ 紙ごみ

25 26 27 28 29 30 31

燃やせるごみ ペットボトル プラ容器包装 燃やせるごみ

2026年　1月　ごみ収集カレンダー

年始休み 年始休み

・祝日もごみの収集をします。
・ごみは収集日当日の朝、午前５時から午前８時３０分までに出してください。
・ごみは必ず指定袋で出してください。ただし、紙ごみは指定袋に入れずに、ひもで十字にくくって出してください。
・スプレー缶やカセットボンベは、穴を開けずに中身を使い切ってから「かん」の日に出してください。
・使い捨てライターは、中身が残っていないことを確認して「燃やせるごみ」の日に出してください。
・小型充電式電池（モバイルバッテリー等）は、家電量販店等にお問い合わせいただき、回収対象か確認してください。
⇒販売店で回収されない小型充電式電池等は、月1回の「びん」の日に、びんとは別の袋（指定袋）に入れて出してください。

地 域：滋賀、平野、膳所
町名等：高砂町、南志賀1～4丁目、勧学1～2丁目、神宮町、柳川1～2丁目、鏡が浜、二本松、柳が崎、錦織1～3丁目、桜野町1～2丁目、松山町、

千石台、皇子が丘1丁目、滋賀里町甲、滋賀里町乙、南滋賀町、錦織町、におの浜1～4丁目、西の庄、馬場1～3丁目、鶴の里、石場、
松本1～2丁目、打出浜、竜が丘、池の里、由美浜、木下町、昭和町、相模町、膳所1～2丁目、丸の内町、本丸町、中庄1～2丁目、御殿浜、
杉浦町、別保1～3丁目、湖城が丘、膳所池ノ内町



日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

燃やせるごみ かん プラ容器包装 燃やせるごみ 燃やせないごみ

8 9 10 11(建国記念の日) 12 13 14

燃やせるごみ ペットボトル プラ容器包装 燃やせるごみ 紙ごみ

15 16 17 18 19 20 21

燃やせるごみ かん プラ容器包装 燃やせるごみ びん

22 23(天皇誕生日) 24 25 26 27 28

燃やせるごみ ペットボトル プラ容器包装 燃やせるごみ 紙ごみ

2026年　2月　ごみ収集カレンダー

・祝日もごみの収集をします。
・ごみは収集日当日の朝、午前５時から午前８時３０分までに出してください。
・ごみは必ず指定袋で出してください。ただし、紙ごみは指定袋に入れずに、ひもで十字にくくって出してください。
・スプレー缶やカセットボンベは、穴を開けずに中身を使い切ってから「かん」の日に出してください。
・使い捨てライターは、中身が残っていないことを確認して「燃やせるごみ」の日に出してください。
・小型充電式電池（モバイルバッテリー等）は、家電量販店等にお問い合わせいただき、回収対象か確認してください。
⇒販売店で回収されない小型充電式電池等は、月1回の「びん」の日に、びんとは別の袋（指定袋）に入れて出してください。

地 域：滋賀、平野、膳所
町名等：高砂町、南志賀1～4丁目、勧学1～2丁目、神宮町、柳川1～2丁目、鏡が浜、二本松、柳が崎、錦織1～3丁目、桜野町1～2丁目、松山町、

千石台、皇子が丘1丁目、滋賀里町甲、滋賀里町乙、南滋賀町、錦織町、におの浜1～4丁目、西の庄、馬場1～3丁目、鶴の里、石場、
松本1～2丁目、打出浜、竜が丘、池の里、由美浜、木下町、昭和町、相模町、膳所1～2丁目、丸の内町、本丸町、中庄1～2丁目、御殿浜、
杉浦町、別保1～3丁目、湖城が丘、膳所池ノ内町



日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

燃やせるごみ かん プラ容器包装 燃やせるごみ 燃やせないごみ

8 9 10 11 12 13 14

燃やせるごみ ペットボトル プラ容器包装 燃やせるごみ 紙ごみ

15 16 17 18 19 20(春分の日) 21

燃やせるごみ かん プラ容器包装 燃やせるごみ びん

22 23 24 25 26 27 28

燃やせるごみ ペットボトル プラ容器包装 燃やせるごみ 紙ごみ

29 30 31

燃やせるごみ

2026年　3月　ごみ収集カレンダー

・祝日もごみの収集をします。
・ごみは収集日当日の朝、午前５時から午前８時３０分までに出してください。
・ごみは必ず指定袋で出してください。ただし、紙ごみは指定袋に入れずに、ひもで十字にくくって出してください。
・スプレー缶やカセットボンベは、穴を開けずに中身を使い切ってから「かん」の日に出してください。
・使い捨てライターは、中身が残っていないことを確認して「燃やせるごみ」の日に出してください。
・小型充電式電池（モバイルバッテリー等）は、家電量販店等にお問い合わせいただき、回収対象か確認してください。
⇒販売店で回収されない小型充電式電池等は、月1回の「びん」の日に、びんとは別の袋（指定袋）に入れて出してください。

地 域：滋賀、平野、膳所
町名等：高砂町、南志賀1～4丁目、勧学1～2丁目、神宮町、柳川1～2丁目、鏡が浜、二本松、柳が崎、錦織1～3丁目、桜野町1～2丁目、松山町、

千石台、皇子が丘1丁目、滋賀里町甲、滋賀里町乙、南滋賀町、錦織町、におの浜1～4丁目、西の庄、馬場1～3丁目、鶴の里、石場、
松本1～2丁目、打出浜、竜が丘、池の里、由美浜、木下町、昭和町、相模町、膳所1～2丁目、丸の内町、本丸町、中庄1～2丁目、御殿浜、
杉浦町、別保1～3丁目、湖城が丘、膳所池ノ内町


